
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年３月 23 日 

土地・建設産業局企画課 

「農地付き空き家」の手引きを作成しました 

～田園回帰等の移住促進に向けて空き家や農地を地域資源として活用～ 

 
 

国土交通省では、地方部における空き家の利活用や移住促進等に向け、空き家と

付随する農地 (農地付き空き家 )を移住者等に提供する取組が自治体で広がりつつある

ことを踏まえ、取組のさらなる普及を目指して、農林水産省経営局の協力を得ながら、

関連制度や運用事例等を手引きとしてとりまとめました。 

 

＜手引きのポイント＞  

・  全国的に空き家が増加する中、特に地方部において、空き家を有効に活用する取

組として、自治体の空き家バンクに登録された空き家とこれに付随する小規模な農

地（農地付き空き家）を移住者等に提供する取組が見られるようになっています。  

・  具体的には、農地の取得にあたっては農業委員会の許可が必要となりますが、近

年、地方における空き家の利活用や地方への移住促進、新規就農促進等の観点

から、自治体において、当該自治体が運営する空き家バンクと農業委員会の手続

きを連動させ、空き家バンクに登録された空き家に付随する農地について、下限面

積要件を１a（100 ㎡）程度まで引き下げる※ような取組が見られます。 

※ 都府県では、原則 50a(5,000 ㎡)以上の下限面積要件を満たすことが必要  

・  そこで、農林水産省経営局の協力を得ながら、関連制度や先進的な運用事例等

について自治体職員や地域の宅地建物取引業者、農業団体等の担当者向けに

手引きとしてとりまとめ、同様の取組のさらなる普及を目指すものです。  

 

＜「農地付き空き家」の手引きＵＲＬ＞ 

http://www.mlit .go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000095.html  

 

【問合せ先】  

  国土交通省  土地・建設産業局  企画課  田村、多谷本  

  TEL:03-5253-8111（内線 :30-623、30-644）、03-5253-8290 FAX:03-5253-1558 

 

 

 


